
報告事項（令和7年2月25日開催理事会承認） 

 

令 和 ７  年 度 事 業 計 画 

               

自 令和 ７年 ４月 １日 

至 令和 ８年 ３月３１日 

  ≪基本方針≫                                         

法人会の原点である「税」を巡る諸環境の整備改善等に資するための事業を充実させる

とともに、地域企業と地域社会の健全な発展・振興に寄与する事業を積極的に実施する。

会員にとって有益な事業を企画し、会員相互の交流・情報交換を促進するとともに会員増

強に努め組織・財政基盤の強化を図っていく。申告手続きデジタル化の推進を図るため、

添付書類を含めたe-Taxの利用拡大、及びキャッシュレス納付のさらなる利用推進等、税務

当局・関係友誼団体と連携し、税務行政の円滑な運営に寄与していく。 

  ≪事業計画≫               

   １．研修活動の充実、税の啓発・普及活動、租税教育活動                     

「公益法人」として民間が担う公益の目的を果たすべく、税法・税務を中心とする研修

事業を柱に、一般企業や市民にも門戸を広げた魅力ある研修事業を開催する。 

 各支部・青年部会・女性部会の事業も門戸を広げた公開事業とし、地域企業発展と地域

経済社会の活性化に資する事業の普及に努める。                       

集合研修とオンライン研修を併用し研修参加率の向上を図り、新成人へは税の小冊子を

作成、成人の集いにて配布し税の啓発・普及活動を行う。 

青年部会が行う租税教育活動については租税教育推進協議会と連携し、小学校での「租

税教室」を開催する。また「財政健全化のための健康経営プロジェクト」への取組として、

「健康経営宣言書」の提出を推進する。また、女性部会が主催する「税の絵はがきコンク

ール」を租税教育活動の中核と位置づけ事業の拡大を図る。 

「e-Tax」「キャッシュレス納付」については、広報誌等を通じて普及促進に努め、自主

点検チェックシートの活用については、研修会等で活用を呼びかけるなど普及促進に努め

る。 

   ２．地域社会貢献活動の企画・実施 

地域社会との「共生」を目指し、地域の実情に即した積極的な社会貢献活動を検討・実施

するよう努め、地域の活性化に資する事業の支援活動を模索していく。 

管内四市一町の「市民まつり・産業フェスタ」で法人会活動をＰＲするとともに地域の経

済社会の活性化に資する事業として継続実施する。 

また、管内四市一町の市役所・町役場等に設置した「花のプランター管理」や「さいたま

緑のトラスト基金」への募金活動も継続実施する。 

３．税制改正への対応                                    

役員・税制委員・全会員への「税制改正アンケート調査」を継続実施し、アンケート回

収率の向上を目指す。アンケート調査の税制改正要望や意見を踏まえて、わが国税制のあ

るべき姿を協議・検討していく。また、地域経済の担い手である中小企業の活性化に資す

る税制改正を上部団体へ提言し、上部団体を通じ、政府国会に対し税制改正要望を行う。 

   ４．組織の拡充強化 

全国的な会員増強月間である９月～１２月の４ヶ月間に、金融機関をはじめとする支援

団体と協力しつつ、役員が中心となって会員増強運動を展開する。一昨年導入した初年度

会費減免施策を継続し、魅力ある法人会組織を目指し、会員ニーズに沿った事業と会員相

互の交流・親睦事業を企画・実施し各種事業のあり方を協議検討していく。 

５．福利厚生制度の推進 

   提携保険会社三社とより一層の連携・協調を図り福利厚生制度の円滑な運営のため、重

点推進制度を中心に積極的な普及推進を図る。さらに福利厚生制度の充実と財政基盤の一

層の強化を図る観点から会員企業のより一層の利用促進と福利厚生制度の広報に努める。                                  

大型保障制度（大同生命保険㈱）、ビジネスガード（ＡＩＧ損害保険㈱）、がん・医療保険等

（アフラック生命保険㈱）のより一層の利用促進に努める。また、会員企業が経営者や従業員

の健康管理を充実させるための福利厚生制度として、生活習慣病健診（一般財団法人全日本労働

福祉協会に委託）の普及推進を図る。    


